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１．水道事業経営戦略の策定にあたって 
 

１）経営戦略策定の趣旨 

本市の水道事業は、1960年（昭和35年）の事業認可※1（創設）による給水開始以降、

三度の拡張事業により給水区域を拡張しながら施設整備を推進し、安全で安定した水道

水の供給に努めてきました。 

現在の水道事業を取り巻く環境は、水道施設や管路の老朽化による更新時期の到来や

人口減少等に伴う料金収入減により厳しさを増してきています。 

伊達市水道事業においても例外ではなく、住民の日常生活に欠かすことのできない水

の提供を将来にわたり安定的に継続することが可能となるよう、事業運営の効率化とと

もに健全な事業経営に努める必要があります。 

本計画は、「投資試算」及び「財源試算」の将来予測や経営健全化、財源確保の具体

的方策を整理し、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略※2」としてとりまとめ安

定した事業経営に努めようとするものです。 

 

 

【経営戦略のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　・水道施設の維持管理費

投資・財政計画（収支計画）

　　　　・水道料金

　　人件費・維持管理費の見通し

　　・施設・管路の更新費

投資試算 財源試算
均 衡

　　　　財源の見通し

　　　　・起債

　　施設・設備投資の見通し
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２）経営戦略の位置づけ 

本市の基本計画である「第７次伊達市総合計画」には、水道についての基本方針が盛

り込まれています。 

また、「伊達市水道ビジョン※3」は、本市の水道事業の運営に関する方向性及び施策

の推進に関する基本的な考え方を示しています。 

本経営戦略は、これら上位計画の施策や目標を実現するための経営に関する基本計画

であり、中長期的な視点に立った投資・財政計画に基づく戦略的な経営を推進するもの

です。 

 

 

３）経営戦略の計画期間 

本経営戦略の計画期間は、2020年度（令和２年度）から2029年度（令和11年度）まで

の10年間とします。 

現行の伊達市水道ビジョンを踏襲しながら、必要に応じて見直しを行うものです。 
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２．事業概要 
 

 

１）水道事業の沿革 
 

 
 

 

２）事業の現況 
 

（１） 給 水 

 
                               （平成30年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

給水人口 1人1日最 １日最大

大給水量 給水量

(人) (L/日) (m³/日)  (千円) 

創設 S35.12.20 S36.10 S39.3 15,000 270 4,050 110,000 創設

第１次拡張 S49. 3.30 S49.4 S52.3 25,800 335 8,644 611,400
区域拡張
給水人口増加
給水量増加

第２次拡張 S53. 3.30 S53.5 S55.3 36,300 435 15,800 835,490
区域拡張
給水人口増加
給水量増加

第２次拡張変更 H 2. 3.27 H3.7 H3.11 36,300 435 15,800 116,656 取水地点の変更

第３次拡張 H19. 4.27 H19.4 H29.3 36,700 430 15,800 665,700
区域拡張
給水人口増加
取水地点の新設

第３次拡張変更 H21.12.16 H21.12 H29.3 36,700 430 15,800 692,307 区域拡張

第３次拡張変更 H29. 4. 1 H29.4 H30.3 30,300 455 13,800 154,343
長和水系
取水地点の変更

概　要事業名 
認可
年月

起工
年月

竣工
年月

計　　画 

事業費

計画給水人口 30,300人

現在給水人口 29,214人

有収水量密度 0.641千㎥/ha

供用開始年月日 1962年（昭和37年）12月１日

法適（全部・財務）・非適の区分 法適（全部）
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北黄金配水池※6

施設利用率 (＝１日平均給水量/計画１日最大給水量)

１日平均給水量

計画１日最大給水量 13,800㎥/日

10,014㎥/日

72.6%

長和配水池 地下水

長和第１深井戸

V=2,000㎥
長和第３深井戸

長和第４深井戸

長和第５深井戸

２池

館山配水池 地下水

館山第１深井戸

V=1,350㎥館山第２深井戸

館山第３深井戸

２池

黄金配水池 表流水 気仙川水系気仙川 V=   96㎥２池

表流水 気仙川水系気仙川

V=2,219㎥
地下水

北黄金第１深井戸

北黄金第２深井戸

名　　称 種別 水　　源 配水池容量配水池数

２池

 

（２） 浄水施設 

 
（平成30年度末現在） 

 

（３）配水施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
（平成30年度末現在） 

 

（４）管路延長 
 

 
                               （平成30年度末現在） 

施設概要

4,411㎥/日

沈澱・緩速ろ過※5・塩素滅菌
北黄金浄水場※4

黄金浄水場
浄 水 方 法

112.5㎥/日

緩速ろ過・塩素滅菌

公称施設能力

浄 水 方 法

公称施設能力

名　　称 項　　目

12,380ｍ

　 701ｍ

227,753ｍ

240,834ｍ

導　水　管※7

送　水　管※8

名　称 延　長

配　水　管※9

合　計
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（５）料金体系の概要・考え方 

水道事業の水道料金体系は以下のとおりです。 

用途を家事用、家事用以外、浴場用に分類し、更に口径別に区分しています。料

金体系は基本料金と超過料金の合計額に消費税額を加算した金額を請求する二部

料金制となっています。 

基本料金は、給水を行うための基本的な費用（水道施設整備費、水道メーターの

取替えや水道料金の徴収などにかかる経費）となるため、用途やメーター口径によ

り料金が変わります。超過料金は口径による区分はなく、使用水量が多くなると単

価が高くなる逓増
ていぞう

制の料金体系※10を採用しています。 

 

料金体系の概要 

 
※料金改定年月日：2009年（平成21年）５月１日（消費税のみの改定は含まない） 

 

（６）組 織 

本市の水道事業は、建設部水道課が担っており、水道課長、料金係11名、建設係

６名の合計18名（うち嘱託職員４名、臨時職員３名）が水道事業を運営しています。 

 
               料金係（総務庶務、経理全般、賦課徴収、検針） 

建設部水道課  課長－  
建設係（工事、浄水、配水、給水） 

         

（平成31年４月１日現在） 

（消費税を除く） 

用　途 口径（mm）

13～25 950円 9m³～15m³ 130円

40 4,150円 16m³以上 160円

50 5,880円

13～25 2,000円

40 5,190円 11m³～50m³ 150円

50 7,380円 51m³～1,000m³ 190円

75 14,070円 1,001m³～5,000m³ 220円

100 22,960円 5,001m³ 280円

150 66,660円

200 103,810円

浴場用 区別なし 4,390円 100m³まで 101m³以上 50円

家事用以外 10m³まで

基本料金 超過料金（１m³あたり）

家事用 8m³まで

職 員 数 18名（うち嘱託職員４名、臨時職員３名）

職　　種 事務職員 ５名、技術職員 ６名、嘱託職員 ４名、臨時職員 ３名

年齢構成 　20歳代：３名、30歳代：１名、40歳代：11名、60歳代：３名
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３）これまでの主な経営健全化の取組み 
 

（１）維持管理業務の委託 

浄水施設維持管理等の業務を民間業者に委託し効率化と経費削減を図っていま

す。 
 

（２）下水道工事や道路改良工事との同時施工 

管路更新等において他事業と同時施工することで、更新費用を抑制しています。 
 

（３）企業債※11の繰り上げ償還 

2007年度（平成19年度）から2009年度（平成21年度）までの３年間で、水道事業

が過去に借り入れた高利率企業債について、補償金を支払わずに繰上償還が可能と

なる国の制度を利用して低利率の企業債への借り換えを行いました。この制度を利

用することにより、企業債利息を約700万円軽減しました。 
    

（４）国庫補助事業の活用 

国庫補助事業である上水道未普及地区整備事業を活用し、水道未普及地域へ配水

管の整備を行いました。 

 

（５）管路口径の見直し 

老朽管を更新するに当たり、配水量を踏まえて管口径を縮小することにより更新

費用を抑制しています。 
 

（６）施設の廃止 

館山水系の配水量が減少しているとともに、将来予測においても給水人口の減少

が見込まれるので館山第４深井戸施設を廃止し、維持費と動力費の削減を実施しま

した。 
 

（７）漏水対策 

漏水対策として、配水量を流量計等で常に測定し監視しています。 

また、漏水調査を実施することにより、漏水箇所を迅速に発見、修繕を行い漏水

量の削減に努めています。 
 

（８）料金未納者対策 

収納対策については、納期限超過後も納付のない利用者に対し、督促状の送付を 

行い、催告書→給水停止予告書→給水停止執行通知書の順に通知を送付し、それで

も納付がない場合には、給水停止の措置を行っています。 

 また、対応に誠意が見られないまたは悪質と認められる者に対しては、支払督促

の申立て※12 を実施しています。その他、訪問徴収を行うことで収納率の向上を図

るとともに、期限内納付への意識づけを行い、料金の負担に対する公平性を損なう

ことのないよう努めています。 
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４）経営比較分析表〔2018年度（平成30年度）版〕を活用した現状分析 

 
（１）経営の健全性・効率性 

経営の健全性を表す「経常収支比率」や短期的な債務に対する支払能力を表す「流 

動比率」は類似団体と比べいずれも平均を上回る水準を維持しており、今後も同程

度の比率で推移するものと見込まれます。 

一方、「料金回収率」からは給水に必要な費用を料金収益で賄えていることがわ

かり、有収水量※13 １㎥あたりの費用である「給水原価」は上昇傾向にあるものの

類似団体と比べて低い値となっています。 

しかし、総配水量に対する有収水量の割合を表す「有収率」の値が減少傾向にあ

るため、漏水対策等が課題であると考えられます。    

 

（２）老朽化の状況 

「有形固定資産減価償却率」は、類似団体と比べやや低い値を維持してはいます

が年々上昇しており、全国的な問題である「インフラの老朽化」が進んでいること

がわかります。 

また、「管路経年化率」「管路更新率」の数値から、管路の老朽化が進んでいる

ことが読み取れます。 

今後、更新等が必要な管路や施設が多くあるため、計画的な更新を継続していく

必要があります。 
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。
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。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

　
配

水
管

や
施

設
等

の
減

価
償

却
（

老
朽

化
）

の
度

合
を

示
す

「
①

有
形

固
定

資
産

減
価

償
却

率
」

は
、

類
似

他
団

体
と

比
べ

や
や

低
い

値
を

維
持

し
て

は
い

ま
す

が
、

年
々

上
昇

し
て

お
り

、
全

国
的

な
問

題
で

あ
る

「
イ

ン
フ

ラ
の

老
朽

化
」

が
進

ん
で

い
る

こ
と

が
わ

か
り

ま
す

。
　

ま
た

、
法

定
耐

用
年

数
を

超
過

し
た

配
水

管
等

の
割

合
を

示
す

「
②

管
路

経
年

化
率

」
は

類
似

団
体

と
比

べ
て

、
低

い
も

の
の

上
昇

傾
向

に
あ

り
、

年
度

毎
の

更
新

管
路

延
長

割
合

を
示

す
「

③
管

路
更

新
率

」
は

減
少

傾
向

に
あ

る
こ

と
か

ら
、

管
路

の
老

朽
化

が
進

ん
で

い
る

こ
と

が
読

み
取

れ
ま

す
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今

後
に

つ
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て
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更

新
等
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必
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な
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路
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設
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く

あ
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計

画
的
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更

新
を
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必
要

が
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ま

す
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３．将来の事業環境 
 

１）給水人口の予測 

給水区域内人口※14×給水普及率※15により給水人口※16を推計した結果は以下のと

おりです。 

計画期間最終年度の2029年度（令和11年度）では給水人口は26,323人となり、10

年間で2,700人程度の減少を予測しています。 

給水人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※給水人口については「伊達市まち･ひと･しごと創生人口ビジョン・総合戦略」に基づき予測しています。 

 

２）水需要の予測※17  

有収水量、一日平均給水量※18、一日最大給水量※19の推計結果は以下のとおりです。

給水人口の減少に伴い家事用・家事用以外の給水量は減少傾向となりますが、大口 

利用者による給水量は不透明ではあるものの概ね横ばいで推移すると予測したこと

から、全体的に給水量は減少する見通しです。 

有収水量・一日平均給水量・一日最大給水量の推計 

 

 

 

 

 

 

推計値 

推計値 実績値

実績値
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３）料金収入の見通し 
 

 水道料金収入の推計結果は以下のとおりです。 

2019年度（令和元年度）における料金収入は、大口利用者の利用水量が大幅に減少し

前年と比較して約５千万円下がったため４億９，７１７万３千円となりました。 

計画期間最終年度の2029年度（令和11年度）では４億５，７９１万７千円と推計され

ており、今後は給水人口の減少に伴い有収水量も減少する傾向であることから、料金収

入も減少すると予測しています。 

 

 

料金収入の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績値 推計値 
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４）組織の見通し 
 

（１）職員数の現状分析 

2009年度（平成21年度）から2019年度（令和元年度）までの職員数の推移は以下 

のとおりです。 

2009年度（平成21年度）から2015年度（平成27年度）まで20名～24名であった職 

員数は2017年度（平成29年度）に18名まで減少し、2019年度（令和元年度）まで18 

名を維持しています。 

 

職員数の推移 

 

 

 

（２）職員数の今後の見通し 

現時点では広域化や委託の拡大については明確な展望を示せる状況ではありま

せんが、今後施設の更新・改修などの事業を計画しており、事業実施には現行の人 

員確保が必要となることから職員数は18名を維持するものとします。 

また、技術や事務業務の継承が確実に行われる体制を維持していきます。 

 

 

 

18名を維持 20名～24名で推移 
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４．経営の基本方針 
 

１）基本理念 

伊達市水道事業では、伊達市水道ビジョンにおいて定めた基本理念『人と自然にやさ

しい水道』に基づき、安心・安全に飲める水を安定的に供給しながら経営基盤を強化し、

ライフラインとしての役割を充実させていきます。 

基本理念～ 『人と自然にやさしい水道』 

また、基本理念を実現するための具体的な施策として、基本方針を以下のとおりとし

ます。 

基本方針～  ■ 安心して飲める水の確保 

■ 安定した水の供給・災害に強い水道システムの構築 

■ 健全で持続可能な事業運営  

■ 環境にやさしい水道 

 

２）具体的な施策 
 

（１）安心して飲める水の確保に対する施策 

水源の定期的な維持管理による良質な原水を確保するとともに計画的な老朽管 

の更新や漏水調査の実施による漏水量の低減を図ります。 

また、残留塩素濃度0.4mg／㍑以下を維持し「おいしい水」の供給に努めます。 

 

（２）安定した水の供給・災害に強い水道システムの構築に対する施策 

管路や設備をより効率的に更新するために、水道施設の老朽度や更新優先順位に 

より、計画的に水道施設の耐震化や更新を進め、水需要の予想にあわせた施設規模 

の縮小など、効率的な水運用についても検討し整備を進めます。 

 

（３）健全で持続可能な事業運営に対する施策 

建設投資額を考慮した10年間の詳細な事業計画を作成し、水道料金や借入額を調 

整し健全な経営を維持することに努めます。 

 

（４）環境にやさしい水道に対する施策 

施設・設備を更新する際は施設規模の適正化や、省エネルギーに配慮した設備を 

導入するなど環境対策の推進に努めます。 
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５．投資・財政計画（収支計画） 
  

１）投資・財政計画（収支計画）の前提条件 

 

投資・財政計画（収支計画）の前提条件は以下のとおりです。 

前提条件 

収 

益 

的 

収 

支 
※20 

  

収 

益 

的 

収 

入 

料金収入 
過年度収入に対して人口減少率により算定 
※大口利用者における収入については、人口減少率ではなく別途予測値

で算定 

受託工事収益※21  過年度の実績値の平均値が一定に推移するものとして算定 

その他営業収益 過年度の実績値に増加分を加えて算定 

補助金 2020 年度（令和２年度）以降は見込んでいない 

長期前受金戻入※22 過年度の実績値を踏まえて算定 

その他営業外収益 過年度の実績値の平均値が一定に推移するものとして算定 

収 

益 

的 

支 

出 

職員給与費 現状の職員数を維持して算定 

経費（動力費、 

修繕費、材料費） 
過年度の実績値に増加分を加えて算定 

経費（その他） 過年度の実績値に人件費増加分を加えて算定 

減価償却費※23 投資計画を踏まえて算定 

支払利息 
既発債：年度別償還予定額による 

新発債：半年賦元利均等償還・年利率 0.2％で算定 

その他営業外費用 過年度の実績値の平均値が一定に推移するものとして算定 

資 

本 

的 

収 

支 
※24 

 

 

資 

本 

的 

収 

入 

企業債 一般配水管設備費の３割程度として算定 

工事負担金 過年度の実績値の平均値が一定に推移するものとして算定 

その他 2020 年度（令和２年度）以降は見込んでいない 

資 

本 

的 

支 

出 

建設改良費※25 更新計画に基づき算定 

企業債償還金 償還期間に基づき算定 

 ※投資・財政計画（収支計画）の一覧表は、P20・21に掲載しています。 
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〇 長和水系 長和配水池 S54 40 低

〇 館山水系 館山配水池 S37 57 低

中

 配水池 S44 50 中
 黄金水系  黄金浄水場

 緩速ろ過池 S44 50

中

改修の
優先度

低 ◎

低 〇 北黄金水系  北黄金浄水場

 緩速ろ過池 S51 43

 配水池

 沈澱池※28 S55 39

S52 42

水系 施　設　名 竣工年度 経過年数 耐震性

２）投資・財政計画（収支計画）のうち投資についての説明 
 

（１）投資の目標 

将来にわたって安心・安全な水を供給するため、施設の更新・改修や耐震化を進 

めます。 
 

（２）整備方針 

施設の重要度や老朽度から更新・改修の優先順位を決定します。また、維持・補 

修により延命化を図るとともに、目標設定耐用年数※26を基準として計画的に施設 

の更新・改修や耐震化を進めます。 
 

（３）施設整備計画（※年度別の更新計画は、P17を参照） 

①浄水施設  

給水量が最大の北黄金浄水場緩速ろ過池は、目標設定耐用年数を経過していません

が、簡易耐震診断※27による判定において耐震性が低くコンクリート壁面のひび割れ

による漏水の問題を抱えています。修繕を繰り返しながら使用している状態であるた

め、緩速ろ過池を耐震改修計画の対象とします。 

2021年度（令和３年度）に詳細耐震診断、2022年度（令和４年度）に改修設計、緩

速ろ過池は３池の構造となっているため2023年度（令和５年度）から2025年度（令和

７年度）にかけて耐震補強を含めた改修工事を計画しています。また、2026年度（令

和８年度）には機械設備の更新を計画しています。 
 

※本市の主要水道施設の簡易耐震診断結果は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2019年度（令和元年度）末を基準に年数を算定 
※2013年度（平成25年度）実施「水道施設機能診断の手引き」簡易耐震診断結果による 

                         

②配水施設 

北黄金配水池、館山配水池、長和配水池は簡易耐震診断による判定で耐震性が低い

ことが判明したため、詳細耐震診断が必要となります。 

給水量や配水池容量から考慮して、北黄金配水池の耐震補強を優先して行う計画と

し、2021年度（令和３年度）に詳細耐震診断、2027年度（令和９年度）に改修設計、

2028年度（令和10年度）、2029年度（令和11年度）に耐震補強工事を計画しています。 
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③計測機器・電気設備等 

目標設定耐用年数の経過した老朽化している計測機器・電気設備等については、そ

の重要度や老朽度から判断して更新を進めます。 

また、目標設定耐用年数経過前でも不具合が頻発する機器類は更新の対象とします。 

 
（４）管路更新計画（※年度別の更新計画は、P17を参照） 

本市の管路（導水管、送水管、配水管）の法定耐用年数※29（40年）を経過して

いる割合は14.9％となっており、今後10年間ではさらに増加し、更新を行わない場

合40％を超えるものとなります。 

管路の更新については、重要度が高い導水管、送水管、幹線配水管（φ150㎜以 

上）を優先的に進めることとします。 

目標設定耐用年数を経過した導水管、送水管、幹線配水管の更新は、事業費が平 

準化となるよう計画的な耐震更新を進め、目標設定耐用年数の経過前の管路であっ 

ても漏水事故の履歴を踏まえて更新を行います。 

また、道路の拡幅や河川改修等の事業に併せて、配水管の整備を行うことにより 

経費の削減に努めます。 

 

※本市の法定耐用年数40年を経過している管路は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（平成30年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合　計  240,834m 35,764m 14.9%

名　称 延　長
法定耐用年数(40年)

経過管延長

導　水　管  12,380m  4,206m

幹線配水管
(配水管のうちφ150mm以上)

 （64,659m） （16,851m）

送　水　管  　 701m  　345m

(26.1%)

配　水　管 227,753m 31,213m

経過割合

34.0%

49.2%

13.7%
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耐用年数一覧表 

 

【施設】 

 
 

【管路】 

法　　定 目標設定

耐用年数 耐用年数

土　木 構造物、浄水施設 60 70

建　築 建物（鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄筋コンクリート） 50 70

付帯施設 フェンス 10 20

門扉 15 30

機　械 ポンプ設備 15 30

滅菌設備 10 25

沈澱・ろ過池機械設備 20 30

電気･計装 受変電・配電設備 20 40

非常用電源設備 20 40

流量計、水位計、水質計器 10 25

監視制御設備、伝送装置 9 23

施設 分　　類

法    定 目標設定

耐用年数 耐用年数

鋳鉄管 1974（S49）以前 40 50

ダクタイル鋳鉄管(K形)　良地盤 2000(H12)以降 40 70

ダクタイル鋳鉄管(上記以外、A形、T形) 1975(S50)～1999(H11) 40 60

鋼管(溶接継手) 40 70

鋼管(溶接継手)　塗覆装 40 70

鋼管(上記以外) 40 40

ステンレス鋼管 40 70

石綿セメント管 40 40

硬質塩化ビニール管(RRﾛﾝｸﾞ継手) 40 60

硬質塩化ビニール管(RR継手) 1979(S54)以降 40 50

硬質塩化ビニール管(上記以外) 1978(S53)まで 40 40

ポリエチレン管(高密度 熱融着継手) 40 60

アラミド外装ポリエチレン管 40 60

ポリエチレン管(上記以外) 40 40

管　　種 施工年度

ダクタイル鋳鉄管(GX形、NS形) 8040
GX形:2011(H23)以降
NS形:2008(H20)以降
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３）投資・財政計画（収支計画）のうち財源についての説明 
 

（１）財源の目標 

本市の水道事業は、維持管理費用を料金収入で賄っており、一般会計からの繰入

金による補填はなく良好な経営状態を維持しています。 

今後10年間においては人口減少による料金収入の減少が想定されますが、効率 

的な運営による経費削減に努め、良好な経営状態の維持を目指します。 

 

（２）収益的収入 

   収益的収入は「営業収益」と「営業外収益」の２つに区分されます。 

   「営業収益」の内訳は、料金収入と徴収受託料が大半を占めており、それ以外に 

  受託工事収益や手数料を含んでいます。 

料金収入は2020年度（令和２年度）は４億９，２３９万５千円、2029年度（令和 

11年度）は４億５，７９１万７千円と推計しており、10年間の減少率は7.0％と予

測しています。 

   「営業外収益」の内訳は、長期前受金戻入が大半を占めています。 

 

（３）資本的収入 

資本的収入は、企業債と工事負担金で占めており建設改良費の財源となっていま

す。 

 

４）投資・財政計画（収支計画）のうち投資以外の経費についての説明 
 

（１）職員給与費 

   現行の職員数に応じて給与費を推計しています。 

 

（２）委託料 

人件費の上昇に伴い委託料は増加傾向となります。 

 

（３）修繕費 

修繕費については施設の老朽化に伴い増加傾向となります。 

 

（４）動力費 

給水人口の減少による水需要の状況を踏まえ、水系の見直し※30による取水施設 

の効率的な運用を図ることによって、動力費は減少傾向となります。 

 

（５）減価償却費 

２億５千万円程度で推移しますが、2023年度（令和５年度）から建設改良費が増

加することに伴い、2024年度（令和６年度）以降増加傾向となります。 
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５）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
 

（１）投資についての検討状況等 
 

①施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング※31） 
 
給水人口の減少による水需要の状況を踏まえ、取水施設の休止又は廃止の検討を進 

めます。 

また、将来的な簡易水道事業との事業統合に向けて協議します。 

 

②施設・設備の合理化（スペックダウン※32） 
 
給水人口の減少による水需要の状況を踏まえ、施設や管路の更新・改修の際は施設 

の縮小を検討するとともに管口径の見直しを行います。 

 

③施設・設備の長寿命化等の投資の平準化 
 
老朽化した施設は、維持・補修を行いながら延命化を図り投資の平準化に努めます。 

 

④広域化 
 
将来的に給水収益が減少し限られた職員数で事業運営を行わなくてはならないこ 

とが予想されるため、広域化についても検討を行い効率的な事業運営を目指していく 

必要があります。 

北海道が主催する検討会に参加し、他自治体とともに広域化における必要性やメリ 

ットについて協議・検討を進めます。 

 

 ⑤民間の資金・ノウハウ等の活用 
   

現在のところ導入の計画はありませんが、今後の状況によっては制度や費用対効果

等の情報収集を行い検討することとします。 

 

 

（２）財源についての検討状況等 
 

 ①料 金 
 

水道事業の経営状況が良好である間は、現在の料金体系を維持することとしますが、

経営状況によっては料金改定の必要性や実施時期について検討することとします。 

 

 ②企業債 
 

一般配水管設備費（管路更新）の実施計画に基づき、償還額が経営に与える影響を 

考慮し計画的に借り入れを行います。 

 

 ③資産の有効活用等による収入増加の取り組み 
 

投資運用制度の利用を検討することにより収入増加に努めます。 
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６．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 
 

目標の達成と事業の計画的・効率的な実行のためには、ＰＤＣＡサイクル※33に基づ

く適切な事後検証が必要となります。 

計画期間内は毎年度進捗管理（モニタリング）を行い経営状況を確認し、収支計画と

の乖離や内容の整合性を検証するとともに、必要に応じて見直し（ローリング）を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<  PLAN > 

計画 の 策定 

 経営戦略 の 策定

<  DO > 

事業 の 推進 

 事業 の 実施

 料金改定等 の 実施 

< CHECK > 

目標達成状況 の 確認 

水道事業会計決算

  キャッシュフロー残高 

< ACTION >

改善 の 検討 

  投資計画 の 見直 し
料金改定等 の検討 

経営戦略の 策定 

事業成果 の 整理 

情報公開 ・説明責任
情報 の収集 

事業 ・計画 へ
の反映 

PDCA サイクル

[ 持続的発展]
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※１ 事業認可（じぎょうにんか） 

         水道事業・水道用水供給事業を経営しようとする際に、厚生労働大臣又は都道府県知事か

ら受ける認可をいう。事業認可は、行政法上の公企業の特許に相当するもので、認可を受け

ないと法の保護を受けることができない。また、事業の内容を変更する場合にも、変更認可

申請を行う必要がある。 

 

※２ 経営戦略（けいえいせんりゃく） 

2014 年（平成 26 年）８月に総務省が通知した「公営企業の経営に当たっての留意事 

項について」により、公営企業に策定が求められている経営の基本計画。公営企業が安定 

して事業を継続するために、中長期的な視点で経営の健全化を実現するためのもの。 

 

※３ 水道ビジョン（すいどうびじょん） 

安全な水を安定的に供給するため、水道事業の現状の課題を抽出し、具体的な施策を実施 

できるよう目指すべき将来像や目標を設定し、その実現方法を示したもの。 

 

※４ 浄水場（じょうすいじょう） 

浄水処理（水道水の精製。精製された水を浄水といいます。）に必要な設備がある施設。

原水水質により浄水方法が異なるが、一般に浄水場内の施設として、着水井、凝集池、 

沈澱池、ろ過池、薬品注入設備、消毒設備、浄水池、排水処理施設、管理室などがある。 

 

※５ 緩速ろ過（かんそくろか） 

   緩速ろ過法は、1 日 4～5ｍの遅い速度でろ過し、そのとき砂層表面や砂層内部に増殖し

た藻類や細菌などの生物によってつくられた粘質の膜(生物ろ過膜)によって水中の不純物

を除去する方法である。 

緩速ろ過池はその処理を行うための施設。 

 

※６ 配水池（はいすいち） 

給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、浄水を一時貯える池。配水池容量 

は、一定している配水池への流入量と時間変動する給水量との差を調整する容量、及び配 

水池より上流側の事故発生時にも給水を維持するための容量及び消火用水量を考慮し、一 

日最大給水量の12時間分を標準としている。 

 

※７ 導水管（どうすいかん） 

   水道施設のうち、取水施設を経由した水を浄水場まで導く管路施設。 

 

※８ 送水管（そうすいかん） 

   浄水場から配水池までに浄水を送る管路施設。 

 

※９ 配水管（はいすいかん） 

   配水池から給水施設まで、浄水を送るための管路。 

用 語 集 
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※10 逓増制の料金体系（ていぞうせいのりょうきんたいけい） 

   従量料金について、使用水量が多くなるほど 1 ㎥当たりの料金が段階的に高くなる料金

体系のこと。主に消費の抑制や小口使用への配慮を目的としている。 

 

※11 企業債（きぎょうさい） 

   地方公営企業が行う建設、改良等に要する資金に充てるために起こす地方債（地公企法

22 条）。  

 

※12 支払督促の申立て（しはらいとくそくのもうしたて） 

簡易裁判所への申立てに基づき、簡易裁判所書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制 

度。書類審査のみで迅速に解決を図ることができ、相手方からの異議申立てがなければ判 

決と同様の法的効力が生じる。 

 

※13 有収水量（ゆうしゅうすいりょう） 

料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量。料金水量、他水道事

業への分水量、そのほか公園用水、公衆便所用水、消防用水などで、料金としては徴収し

ないが、他会計から維持管理費としての収入がある水量をいう。 

 

※14 給水区域内人口（きゅうすいくいきないじんこう） 

水道事業者が認可を受け、一般の需要に応じて給水サービスを行うこととした区域内の居 

住人口のこと。 

 

※15 給水普及率（きゅうすいふきゅうりつ） 

給水区域内の人口に対する水道を利用している人口の割合。 

 

※16 給水人口（きゅうすいじんこう） 

給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。給水区域外からの通勤者 

や観光客は給水人口には含まれない。水道法に規定する給水人口は、事業計画において定め 

る給水人口（計画給水人口）をいう。 

 

 

※17 水需要の予測（みずじゅようのよそく） 

過去の給水実績に基づき、社会・経済の動向や都市の特性に留意し、将来の需要水量を推 

計すること。 

 

※18 一日平均給水量（いちにちへいきんきゅうすいりょう） 

   年間総給水量を年日数で除したものを一日平均給水量（㎥/日）といい、これを給水人口 

で除したものを一人一日平均給水量（Ｌ/人/日）という。 
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※19 一日最大給水量（いちにちさいだいきゅうすいりょう） 

   年間の一日給水量のうち最大のものを一日最大給水量（㎥/日）といい、これを給水人口 

で除したものを一人一日最大給水量（Ｌ/人/日）という。 

 

※20 収益的収支（しゅうえきてきしゅうし） 

企業の経常的経営活動に伴い発生する収入とこれに対応する支出をいう。資本的収入及

び支出とともに、予算事項の一つである「予定収入及び予定支出の金額」を構成する（地

公企令 17 条１項２号）。収益的収入には給水サービスの提供の対価である料金などの給

水収益のほか、土地物件収益、受取利息などを計上し、収益的支出には給水サービスに必

要な人件費、物件費、支払利息などを計上する。発生主義に基づいて計上されるため、収

益的支出には減価償却費などのように現金支出を伴わない費用も含まれる。 

 

※21 受託工事収益（じゅたくこうじしゅうえき） 

営業収益の一部をなす。給水装置の新設または修繕などの工事を行った際の対価として

受け取るものである。 

 

※22 長期前受金戻入（ちょうきまえうけきんれいにゅう） 

減価償却が取得経費を使用期間全体に費用を割り振る一方、自己資金以外の国庫補助金

等の財源を収益として割り振ることです。長期前金戻入は、あくまでも帳簿上の処理で、

収益上、実際の現金収入はありません。 

 

※23 減価償却費（げんかしょうきゃくひ） 

固定資産は、使用によってその経済的価値を減少していくが、この減少額を毎事業年度

の費用として配分すること。 

減価償却は、取得原価を耐用年数にわたって徐々に費用化するものであるが、一定の方

法により計画的、規則的に行わなければならない（地公企則６条）。これによって固定資

産に投下された資本を回収するもので、この計上額が企業内に留保されるという財務的効

果が現れる。 

 

※24 資本的収支（しほんてきしゅうし） 

収益的収入及び支出に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うもので、主として建

設改良及び企業債に関する収入及び支出である。収益的収支とともに予算事項の一つであ

る「予定収入及び予定支出の金額」を構成する（地公企令 17 条１項２号）。 

資本的収入には企業債、出資金、国庫補助金などを計上し、資本的支出には建設改良費、

企業債償還金などを計上する。 

資本的収入が支出に対して不足する場合には、損益勘定留保資金などの補てん財源で補

てんするものとされている。 
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※25 建設改良費（けんせつかいりょうひ） 

資本的支出として４条予算に計上される、固定資産の新規取得またはその価値の増加の

ために要する経費で、経営規模の拡充を図るために要する諸施設の建設整備などのための

ものである。 

 

※26 目標設定耐用年数（もくひょうせっていたいようねんすう） 

地方公営企業法施行規則において、水道施設毎に減価償却費を算定するため法定耐用年

数が定められているが、水道施設には法定耐用年数を超えても十分に使用できるものがあ

るため、独自に定めた施設毎の目標とする使用年数。 

この年数に基づき計画的な更新を実施していくこととしている。 

 

※27 耐震診断（たいしんしんだん） 

構造物の耐震性能を評価する方法で、概略的な簡易診断と、より詳細な方法による詳細

診断がある。 

簡易診断は、診断の対象構造物を選定し、建設年代、準拠示方書、概略構造特性及び地

盤条件等より、補強を必要とする構造物を抽出する。 

詳細診断は、簡易診断により構造性能の詳細検討が必要とされた構造物を対象とし、設

計図書、地盤条件等をもとに、レベル 1 及びレベル 2 地震動に対して所要の耐震性能を有

しているか否かを診断する。 

 

※28 沈澱池（ちんでんち） 

水よりも重い粒子は、静水中やきわめて静かな流れの中では沈降して水と分離する。こ

の原理を利用して、原水を静かに流れる広い池に流入させて原水中の粒子（懸濁物）を分

離する池を、沈澱池または沈澱槽と呼ぶ。 

 

※29 法定耐用年数（ほうていたいようねんすう） 

地方公営企業法施行規則に定められている施設毎に、減価償却費を算定するための期間 

（年数）のこと。 

 

※30 水系の見直し（すいけいのみなおし） 

伊達市水道事業では、給水区域を４つの範囲（北黄金水系、黄金水系、館山水系、長和水 

系）に分け、それぞれの配水池から水道水を供給している。 

給水量に合わせた範囲の見直しを行うことにより、施設の効率的な運用を図る。 

 

※31 ダウンサイジング（だうんさいじんぐ） 

人口減少などにより将来の水需要の減少が予測される中、将来的に必要な供給能力に見合 

う施設サイズに合わせていくために、抜本的な施設規模の適正化を図る手法。 
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※32 スペックダウン（すぺっくだうん） 

将来のサービス水準等の予測を踏まえ、更新後の施設・設備の性能（能力、耐用年数等） 

の合理化を図る手法。 

具体的には、将来需要に応じて管口径の縮小を実施することや経済性に優れた管に代替す 

るなどがある。 

 

※33 PDCA サイクル（ぴーでぃーしーえーさいくる） 

マネジメントサイクルの 1 つで、計画（ＰＬＡＮ）、実行（ＤＯ）、評価（ＣＨＥＣＫ）、

改善（ＡＣＴＩＯＮ）のプロセスを順に実施する。このらせん状のプロセスを繰り返すこ

とによって、品質の維持・向上および継続的な業務改善活動を推進するマネジメント手法

がＰＤＣＡサイクルである。 
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